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会

参
議
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農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
十
一
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令
和
五
年
五
月
二
十
三
日（
火
曜
日
）

午
前
十
時
開
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

山
下

雄
平
君

理

事

堂
故

茂
君

船
橋

利
実
君

宮
崎

雅
夫
君

徳
永

エ
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君
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委

員

加
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明
良
君

滝
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宏
文
君

藤
木

眞
也
君

山
田

俊
男
君

山
本

啓
介
君

若
林

洋
平
君

石
垣
の
り
こ
君

大
椿
ゆ
う
こ
君

田
名
部
匡
代
君

下
野

六
太
君

安
江

伸
夫
君

串
田

誠
一
君

紙

智
子
君

須
藤

元
気
君

寺
田

静
君

国
務
大
臣

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎
君

副
大
臣

農
林
水
産
副
大
臣

勝
俣

孝
明
君

大
臣
政
務
官農

林
水
産
大
臣
政

務
官

藤
木

眞
也
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

笹
口

裕
二
君
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
山
下
雄
平
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
農
林
水
産
委

員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
野
村
農
林

水
産
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
野
村
哲
郎
君
）
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

そ
の
提
案
の
理
由
及
び
主
要
な
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

一
般
の
釣
り
客
を
乗
船
さ
せ
、
漁
場
に
案
内
す
る
遊
漁

船
業
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
が
増

加
傾
向
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
安
全
性
の
向
上
を
図
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
秩
序

あ
る
遊
漁
船
業
の
振
興
を
図
り
、
漁
船
の
活
性
化
に
寄
与

す
る
観
点
か
ら
、
地
域
の
水
産
業
と
の
調
和
の
取
れ
た
適

正
な
運
営
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
遊
漁
船
業
者
の
登
録
に
関
す
る
有
効
期
間

の
見
直
し
及
び
欠
格
事
由
の
厳
格
化
、
事
故
を
引
き
起
こ

し
た
と
き
の
報
告
の
義
務
化
、
遊
漁
船
の
利
用
者
の
安
全

等
に
関
す
る
情
報
の
公
表
の
義
務
化
、
協
議
会
制
度
の
創

設
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
法
律
案
を
提
出

し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
主
要
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
、

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
遊
漁
船
業
者
の
登
録
制
度
の
厳
格
化
等
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
等

の
遵
守
の
状
況
が
不
良
な
者
に
つ
い
て
、
遊
漁
船
業
者
の

登
録
の
更
新
に
係
る
有
効
期
間
を
、
五
年
か
ら
、
四
年
以

内
の
期
間
に
短
縮
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
遊
漁
船
業
者
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
等
の

欠
陥
期
間
を
二
年
か
ら
五
年
に
延
長
す
る
と
と
も
に
、
登

録
の
取
消
し
に
係
る
処
分
逃
れ
を
し
た
者
等
を
欠
格
事
由

に
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
登
録
の

申
請
に
当
た
っ
て
業
務
規
程
の
提
出
を
求
め
る
と
と
も

に
、
業
務
規
程
に
定
め
る
利
用
者
の
安
全
確
保
及
び
利
益

保
護
に
関
す
る
事
項
が
一
定
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合

に
は
登
録
を
拒
否
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
利
用
者
の
安
全
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表
の

義
務
化
等
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
遊
漁
船
業
者
は
、
そ
の
遊
漁
船
が
重
大
な
事
故

を
引
き
起
こ
し
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
、
事
故
の
種

類
、
原
因
等
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
都
道
府
県
知
事
は
、
事
故
の
届
出
を
受
理
し
た

と
き
に
は
当
該
届
出
に
関
す
る
事
項
を
、
行
政
処
分
を
し

た
と
き
に
は
当
該
処
分
に
係
る
事
項
を
、
速
や
か
に
公
表

す
る
ほ
か
、
遊
漁
船
の
利
用
者
の
安
全
及
び
利
益
に
関
す

る
情
報
を
逐
次
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
遊
漁
船
業
者
は
、
利

用
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
等
の
情
報

を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
遊
漁
船
業
に
関
す
る
協
議
会
制
度
の
創
設
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

都
道
府
県
知
事
は
、
遊
漁
船
業
に
お
け
る
利
用
者
の
安

全
の
確
保
及
び
利
益
の
保
護
並
び
に
漁
場
の
安
定
的
な
利

用
関
係
の
確
保
に
資
す
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
遊
漁

船
業
者
、
遊
漁
協
同
組
合
等
の
地
域
の
関
係
者
を
構
成
員

と
す
る
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
遊
漁
船
業
務
主
任
者
の
乗
船
義
務
の
明
確

化
、
標
識
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
掲
示
の
義
務

化
、
利
用
者
の
安
全
に
係
る
業
務
改
善
命
令
違
反
に
対
す

る
罰
則
の
強
化
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。以

上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
主
要
な
内

容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
長（
山
下
雄
平
君
）
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
四
分
散
会

─
─
─
─
・
─
─
─
─

五
月
二
十
二
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
第

八

部
）

一

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
【
参
議
院
】

（
一
八
四
）



二

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
【
参
議
院
】



三

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
【
参
議
院
】



四

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
【
参
議
院
】



五

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
【
参
議
院
】



六

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
【
参
議
院
】

令
和
五
年
八
月
一
日
作
成
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議
院
事
務
局
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社


